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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月2日(2017.5.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｍＴＯＲ阻害剤と組み合わせた腫瘍性疾患の治療における使用のための全細胞マイコバ
クテリアであって、前記マイコバクテリアが非病原性熱殺菌マイコバクテリアである、マ
イコバクテリア。
【請求項２】
　前記マイコバクテリアが、マイコバクテリウム　バッカエ（Ｍ．ｖａｃｃａｅ）、マイ
コバクテリウム　オブエンス（Ｍ．ｏｂｕｅｎｓｅ）、マイコバクテリウム　パラフォツ
イツム（Ｍ．ｐａｒａｆｏｒｔｕｉｔｕｍ）、マイコバクテリウム　オーラム（Ｍ．ａｕ
ｒｕｍ）、マイコバクテリウム　インディカス　プラニイ（Ｍ．ｉｎｄｉｃｕｓ　ｐｒａ
ｎｉｉ）、マイコバクテリウム　フレイ（Ｍ．ｐｈｌｅｉ）およびこれらの組み合わせか
ら選択される、請求項１に記載の使用のためのマイコバクテリア。
【請求項３】
　前記マイコバクテリアがラフ型変異株である、請求項２に記載の使用のためのマイコバ
クテリア。
【請求項４】
　前記ｍＴＯＲ阻害剤が、シロリムス、エベロリムス、リダフォロリムス、テムシロリム
ス、またはメトホルミンおよびこれらの組み合わせから選択される、請求項１～３のいず
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れか１項に記載の使用のためのマイコバクテリア。
【請求項５】
　前記ｍＴＯＲ阻害剤がラパマイシン（シロリムス）である、請求項４に記載の使用のた
めのマイコバクテリア。
【請求項６】
　前記マイコバクテリアが、前記ｍＴＯＲ阻害剤の投与前、それと同時および／または後
に被験者に投与される、請求項１～５のいずれか１項に記載の使用のためのマイコバクテ
リア。
【請求項７】
　前記マイコバクテリアおよび／またはｍＴＯＲ阻害剤が反復投与される、請求項１～６
のいずれか１項に記載の使用のためのマイコバクテリア。
【請求項８】
　前記腫瘍性疾患が、子宮癌、前立腺癌、肝臓癌、腎臓癌、肺癌、乳癌、結腸直腸癌、膵
臓癌、脳腫瘍、肝細胞癌、リンパ腫、白血病、胃癌、子宮頚癌、卵巣癌、甲状腺癌、黒色
腫、癌腫、頭頚部癌、皮膚癌または軟部組織肉腫である、請求項１～７のいずれか１項に
記載の使用のためのマイコバクテリア。
【請求項９】
　前記腫瘍性疾患が膵臓癌である、請求項８に記載の使用のためのマイコバクテリア。
【請求項１０】
　前記治療が、手術可能なようにおよび／または転移形成を低減するように、癌性腫瘍の
サイズを縮小する、請求項１～９のいずれか１項に記載の使用のためのマイコバクテリア
。
【請求項１１】
　前記マイコバクテリアが、細胞数１０７～１０９である有効量の非病原性熱殺菌マイコ
バクテリアを含む単位用量中に存在する、請求項１～１０のいずれか１項に記載の使用の
ためのマイコバクテリア。
【請求項１２】
　前記マイコバクテリアが、非経口、経口、舌下、経鼻または肺経路で投与するためのも
のである、請求項１～１１のいずれか１項に記載の使用のためのマイコバクテリア。
【請求項１３】
　前記非経口経路が、皮下（ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ）、皮内、皮下（ｓｕｂｄｅｒｍ
ａｌ）、腹腔内、静脈内または小胞体内注入から選択される、請求項１２に記載の使用の
ためのマイコバクテリア。
【請求項１４】
　前記マイコバクテリアが皮内経路で投与するためのものである、請求項１３に記載の使
用のためのマイコバクテリア。
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